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謂
塩
に
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紐
商
法
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び
批
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の
榔
愈

制調
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の有~
栴檀げ
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に (2)担
醐供済
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組判に
済闘
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串
詑
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A 
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且

公
私
法
系
と
輝
済
法

(三)
A B 

請
詰
待
分
科
と
網
済
出

経
済
生
活
及
び
、
法
律
生
活
は
、
極
め
て
臨
調
汎
な
る
生
活
領
域
を
占
む
る
も
の
で
め
ち
、
従
っ
て
、
之
を
針
象

lL料 品

岡
家
組
済
ー
と
翻
済
法

批
官
、
相
済
政
策
と
翻
情
出

B 

財
政
と
縄
持
法

結

言
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芭
す
る
研
先
は
、

甚
だ
多
岐
に
豆
り
、

庚
大
な
る
分
野
を
有
す
る
が
故
に
、

是
等
岡
生
活
の
関
係
に
閲
す
る
考
察

等
閑
に
附
さ
れ
勝
で
ゐ
る
。
而
も
枇
曾
生
活
の
質
質

ご
形
式

法
律
皐
者
の
隻
方
に
依
り
兎
狗
.

(
町
。
!
)
を
成
す
芭
も
謂
は
る
一
γ

雨
生
活
の
闘
係
の
密
接
な
る
こ
芭
は
、
常
一
識
的
に
も
容
易

岬司・唱--幽圃幽園-・4・6・圃-_.

は
、
経
憐
皐
者
及
び
、

(
冨
釦
件
。
岡
山
内
)

法
律
生
活
に
ま
れ
、

そ
の
充
会
な
る
考
究
が
、

互
仁
他
の

じ
想
到
し
得
る

Z
-
匂
み
で
あ
り
、

経
雄
相
生
活
に
ま
れ
、

澗
逸
を
中
心
£
し
て
惹
起
さ
れ
た
る
所
調
、

経
済
法

(
t司
王
宮
宮
司
古
田
目
。
宮
)

多
言
を
周
ゐ

F
る
理
で
あ

Z
。

の
問
題
は
、

か
、
る

生
活
Z
の
関
聯
ド
於
て
な
さ
る
、
に
非
ぎ
れ
ば
呆
さ
れ
得
べ
か
ら
F
る
-
M
Z
-は、

今
、
戦
後
・

申
h
キ
」
民
、

1
t
 澗
逸
仁
於
け
る
ニ
の
問
題
の
後
生
の
事
情

↓
獅
逸
に
於
け
る
経
蝿
例
法
の
問
題

世
界
大
戦
は
、
殆
ん
引
の
ら
ゆ
る
闘
民

ω生
活
の
、
殆
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
於
て
、
異
常
な
る
影
響
を
及
ぼ

し
た
の
で
あ
る
が
、
就
中
、
澗
逸
は
・
大
戦
に
於
て
、
そ
の
中
心
的
役
割
を
演
じ
た
の
で
あ
っ

τ、
敗
戦
に
件

ひ
、
政
治
革
命
を
誘
畿
し
、
品
取
も
深
刻
な
る
影
響
を
装
っ
た
も
の
で
あ
る
。

濁
逸
に
於
け
る
所
請
、
霊
行
法
の
問
題
は
・
賞
に
、
か
、
る
影
響

ω下
に
生
じ
叩
も
の
、
一
で
あ
っ
て
、
大
戦

Z
革
命
に
、
そ
の
歴
史
的
根
源

(
E
a
o氏
自
広
岩
匡
ロ
巳
ロ
)
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

事
情
を
、

最
も
穎
著
に
示
せ
る
も
の
、
一
で
あ
ら
う
。

以
下
、

を
う
か
uy

ひ
、
真
に
、
彼
地
に
於
け
る
諸
問
中
者
が
、
経
済
法
に
奥
へ
党
ゐ
概
念
を
検
討
し
、

一
般
に
、
皐
問
上
意
義
め
る
綴
済
法
の
概
念
を
得
る
の
手
騒
h
Z
し
た

V
Z
思
ふ
。

っ
τ、

第

調
逸
に
於
け
る
経
清
法
及
び
其
の
概
念

配

苑

組
関
訟
の
概
念

第
二
十
七
巻

七

吟
味
す
る
こ
芭
に
依

第

韓

七
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第
二
十
七
巻

第

観

ノ、

苑

経
済
法
白
概
念

設

印
も
、
嘗
時
獅
逸
に
於
て
、
ゐ
ら
ゆ
る
法
律
問
題
は
、
経
済
問
題
を
中
心
ご
し
て
提
起
せ
ら
れ
、
か
〈
て
従
来

の
法
律
健
系
は
、
的
同
づ
ピ
、
経
済
生
活
の
渦
中
に
倦
込
ま
れ
、
そ
の
経
費
的
性
質
(
与
S
Z官
自
白
井
門
司
)

失
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。

1・』・ーーー四四-ー回

~ 
喪

例
へ
ば
、
従
来
の
法
律
僅
系
に
於

τ、
そ
の
私
法
的
生
活
の
植
軸
を
成
ゼ
る
も
の
は
、
か
の
絶
劃
的
所
有
及

ぴ
、
契
約
自
由
の
観
念
で
め
る
が
・
濁
泡
に
於
り
る
大
戦
ご
革
命
に
因
る
異
常
な
る
経
済
生
活

ω艶
輔
以
、
最
b

編
著
に
、
是
等
の
法
律
観
念
を
そ
の
根
祇
よ
b
畿
放
せ
し
む
る
に
歪
っ
た
も
の
で
め
る
。

日
，
即
ち
、
曾

τ、
所
有
械
は
、
物
の
絡
齢
的
排
他
的
支
配
機
を
意
味
L
、
之
を
有
す
る
佃
人
は
、
之
を
如
何

様
に
行
使
す
る
も
、
全
然
、
自
由
な
b
z
考
へ
ら
れ
た
。
併
し
、
新
の
創
き
は
‘
休
止
般
態
(
同
吾
qzmm)
に
於

け
る
所
有
権
の
概
念
に
す
ぎ
な
い

ωで
あ
っ
て
「
今
や
、
か
、
る
経
済
生
活
の
緊
張
に
直
面
ト
て
は
‘
所
有
権
も

亦
、
著
し
き
動
揺

ω中
に
捲
込
ま
れ
た
の
で
ゐ
っ
て
、
殆
ん
ど
無
放
に
蹄
す
る
如
き
桂
皮
に
至
る
迄
、
如
何
な
る

制
限
に
も
脱
す
ぺ
哲

b
の
t
考
へ
ら
晶
、
に
歪
b
、
骨
川
仁
、
所
有
者
の
支
配
的
地
位
は
、
著
L
〈
減
殺
せ
ら
れ

た
。
か
〈
て
、
車
純
な
る
所
持

(
ι
E
E。
目
。
間
各
自
)
の
如
き
外
部
的
支
配
正
会
〈
異
な
ち
た
る
〉
E
E
R
E
'

街
路
ロ
が
、
所
有
権
の
概
念
の
総
劃
性
を
消
失
せ
し
め
て
、
所
有
織
は
、
経
済
的
緊
張
ど
の
閥
係
に
蹄
ら
さ
れ

た
〕
濁
逸
新
憲
法
は
、
か
、
る
所
有
楢
硯
念
の
麓
改
を
認
め

τ、
其
の
第
一
宮
一
一
一
僚
に
「
所
有
権
』
義
務
ヲ
包
合

z
o
所
有
様
/
行
使
て
同
時
-
-
一
公
共
ノ
漏
刺
ノ
潟
J
-
一
A

Y

コ
ト
ヲ
要
ス
」

ε規
定
L
・
E
h
-
-
五
五
僚
は
、

「
土
地
ヲ
開
拓
U
刺
周
A

戸
コ
ト
ぐ
土
地
所
有
者
ガ
、
会
共
ι
劃
U
-
一
プ
負
フ
所
/
義
務
ト
ス
」
Z
規
定
し
て
ゐ
.
)
}
)
)

a
4
5
6
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一

ヨ
兎
じ
、
経
憐
生
活
り
援
動
に
困
る
影
響
を
著
し
〈
反
映
せ
る
も
の
は
、
か
の
供
給
契
約
(
ロ
n
p
E
ロ
間
君
。
?

吉
岡
)
に
於
け
る
法
律
上
の
絡
動
的
事
質
性
の
喪
失
で
あ
る
。
「
職
前
に
於

τは
、
契
約
の
持
績
は
、
自
明
の
こ
古

で
ゐ
b
、
契
約
信
賞
(
〈

2
2句
作
耳
目
)
は
、
一
の
絡
罰
的
慣
値
子
し
て
、
何
等
の
獲
改
を
み
な
か
っ
た
も
の
で
あ

る
。
然
る
に
大
戦
が
勃
品
目
す
る
や
・
大
戦
は
、
直
ち
に
、
契
約
を
解
除
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
ご
の
主
張
を
所
与

に
生
母
し
め
た
、
か
〈
て
、
調
逸
大
審
院
(
同
E
n
E四
a
n
F同
)
の
契
約
信
賞
の
原
則
保
全
の
須
の
激
戦
が
演
せ
ら
れ

た
。
嘗
初
は
、
こ
り
論
議
は
、
倫
・
比
駿
的
職
硯
さ
れ
、
大
審
院
は
、
田
中
な
る
戦
争

ω故
を
以
つ

τ・
契
約
信
賓

の
原
則
は
、
錘
改
き
る
べ
き
で
な
い
ご
す
る
主
張
を
固
持
し
た
。
し
か
し
、
や
が
戸
、
原
料
不
足
{HWOFω
門

O
B
9
μ
a

35)物
償
勝
賞

(
4
2
0
2問
)
貨
臨
海
慣
値
目
暴
落
(
の
o
E
E著
作
否
認
)
が
生
じ
た
J
h
r
〈

τ、
従
来
の
意
味
に

於
け
る
契
約
信
貨
の
原
則
は
、
幾
多
の
不
嘗
な
る
世
帯
態
を
品
目
生
せ
し
め
て
、
各
所
に
、
之
に
関
す
る
訴
酪
問
題
を

惹
起
し
た
。
大
審
院
は
、
備
も
醤
き
法
律
観
念
を
墨
守
せ
ん
ど
努
時
た
け
れ
ど
も
、
斯
山
一
如
き
は
、
経
済
生
活
が

一
般
に
順
調
な
る
場
合
に
の
み
維
持
し
得
る
見
地
で
る
っ
て
・
営
時
の
縄
逸
に
於
け
る
が
如
き
異
常
な
る
経
済
生

活
の
縫
樽
に
際
し
、
圏
内
の
極
度
の
生
産
減
退
吉
、
物
園
恨
の
異
常
な
る
高
騰
を
見
る
に
至
b
た
る
事
態
に
於
て
は
、

新
の
如
吉
原
則
の
岡
執
は
、
不
蛍
に
、
物
の
給
付
義
務
者
を
不
利
な
る
地
位
に
立
た
し
む
る
も
の
で
あ
っ
て
、

途
に
大
審
院
を
L
て
「
何
人
も
契
約
股
守
の
強
制
に
依
っ
て
経
済
的
に
破
滅
せ
し
め
ら
る
べ
き
で
な
い
と

E
す
る

破
滅
判
決
定
H
E
E
R
Z呂田
U

司
会
吉
岡
ご
を
下
す
に
至
ら
し
め
た
の
で
ゐ
る
。
併
し
、
間
早
じ
債
務
者
を
経
済
的
に
破

滅
せ
し
む
る
が
如
き
場
合
に
の
み
契
約
解
除
を
認
む
る
ご
き
は
、
無
責
力
者
は
、
常
に
、
そ
の
給
付
義
務
を
見
る

、
を
得
る
に
反
L
、
然
ら
ま
る
も
の
は
、
不
嘗
に
契
約
厳
守
を
強
行
せ
ら
る
、
の
結
果
ご
な
b
、
そ
の
失
賞
た
る

九

苑

組
済
誌
の
概
念

詑

第
一
一
十
七
巻

九

第

貌
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設

第
二
十
七
巻

O 

O 

第

親

苑

極
済
法
の
概
念

，--司層圏園田・4・開‘..

や
論
を
侯
た
干
、
か
〈
て
、
真
に
、
大
審
院
は
、
「
そ
の
給
付
の
内
に
存
せ

F
る
〈
か
ら

Y
る
問
調
値
性
(
k
r
A
口同日

】

B
同
)
を
阪
に
認
む
る
能
は
。
き
る
程
度
に
、
給
付
の
便
備
が
相
互
に
麹
じ
た
る
場
合
」
に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
恨

令
、
給
付
義
務
者
が
、
破
滅
の
危
機
に
瀕
せ

F
る
場
合
Z
雄
も
、
給
付
の
義
務
を
兎
る
ぺ
量
で
あ
る
。
「
若
し
債

権
』
唱
が
、
か
、
品
事
情
の
下
℃
於
て
・
給
付
を
要
求
1
る
な
ら
ば
、
寧
ろ
そ
れ
こ
ぞ
信
義
誠
質
に
停
る
も
の
で
ゐ

る」，

E
判
示
す
る
に
至
っ
た
。
併
し
、
給
付
正
反
掛
給
付
が
、
毛
の
同
調
倣
性
を
失
っ
た
場
合
に
、
給
付
義
務
者

が
、
常
に
、
そ
の
給
付
義
務
を
兎
る
〉
ぜ
得
る
芭
す
れ
ば
、
か
、
る
経
済
生
活

ω
鐙
縛

ω事
態

ω下
仁
於
て
は
、

殆
ん
ど
す
べ
て
の
場
合
、
債
穣
者
の
不
刺
仁
於
て
、
債
務
者
は
.
そ
の
給
付
を
菟
る
、
の
結
果
を
生
す
べ
き
は
明

か
で
あ
る
。
新
の
如
〈
、
何
人
も
議
期
せ

g
bし
事
援
に
困
っ
て
生
じ
た
る
損
害
を
契
約
鴬
富
市
者
的
一
方

ωみ
が

負
携
す
る
ニ
ご
は
、

h
v

は
れ
な
き
こ
ご
で
ゐ
り
、
か
川
、
て
真
ド
大
審
院
は
、
製
化

L
た
る
事
情
よ
h
生
じ
た
る
利

害
は
雨
嘗
事
者
平
均
し
て
負
措
寸
ぺ
き
も
の
で
め
る
ど
判
示
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

U
，
真
に
、
重
要
な
る
私
仲
間

ω傾
城
に
於
て
、
大
戦
Z
革
命
に
困
っ
て
、
著
し
き
影
響
を
蒙
っ
た
も
の
は
、
労

働
法
(
〉
与
氏
宮
市

nZ)
に
閲
す
る
も
の
で
あ
る
。

質
仁
新
事
態
山
出
現
に
困
っ
て
、
接
待
鵠
系
り
分
野
に
於
て
、
次
第
に
所
有
憾
の
意
義
が
剥
奪
き
る
、

z
こ
ろ

仁
、
勢
働
カ
(
〉
号
E
g
r
E再
)
は
、
「
最
高
の
経
済
的
財
貨
」

zr由。
Z
2
5
E
o
E
E
n
r自
の
己
=
芭
し
で
愈
ー
そ
の

重
要
を
加
ふ
る
に
至
る
。
か
〈
て
憲
法
第
一
五
七
僚
は
、
舵
曾
化
法
(
凹

0
3
5再
吉
田
岡

ωmaoR)
に
困
み

τ勢
働
力

を
「
闘
の
特
別
の
保
護
的
下
に
」
=
ロ
ロ
門
司
母
ロ

F
m
g
E日
自
由
。
Z
R
ι
a
岡崎町

nr九
に
置
、
君
、
真
に
第
一
六
三
保

二
項
に
於
て
、
「
総
-7
ノ
濁
泡
人
民
六
其
ノ
絞
糖
的
労
働
-
一
依
p
、
業
ノ
生
活
資
料
ヲ
求
ム
U
F

コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
機
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合
ヲ
奥
へ
フ
ゲ
へ

v
・
泊
嘗
ナ
山
庁
勢
働
ノ
機
曾
ヲ
紹
介
V

得
一
フ
レ
ザ
戸
屯
ノ
-
一
劃
V
7
ρ

必
要
ナ
戸
生
活
費
ヲ
支

給

1
d
な
る
有
名
な
法
の
理
怨
的
形
式
を
宣
明
し

τゐ
る
。
知
ら
る
、
如
〈
、
濁
趨
に
於
て
は
、
融
労
働
法
規
は
戦

，--一戸田ー一ー一ー・品・l

相
官

ω程
度
に
淫
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、

夫
は
例
へ
ば

地
方
勢
働
者
に
閲
す
る
立
法
は
、

不
蛍
に

曲
削
阪
に
、

等
閑
に
附
せ
ら
る
、
等
、

甚
に
均
衡
を
失
す
る
も
の
で
あ
り
、

特
に
、

常
局
の
保
護
の
下
に
、

一
而
的
に
勢
例
保

険

ω制
度
が
馳
祖
述
し
て
ゐ
た
。

之
に
反
し
て
、

肝
要
な
る
雇
傭
契
約
(
ロ
自
民

4
2
2問
)
の
規
制
に
関
す
る
も
の
、

及
ぴ
、

勢
働
組
織
(
〉
号

E
E
~
R
p
z
g
m
)
の
法
的
虞
訟
に
闘
す
る
も
の
、
如
き
に
は
、

甚

.r遺
憾
な
動
が
多
か
っ

1: 。
か
く
て
、
先
づ
、
入
時
間
勢
働
制
が
布
か
れ
、
つ
い
で
、
帥
労
働
関
係

ω包
括
的
形
成
に
貫
一
大
な
る
関
係
を
有
す

る
勢
働
賃
率
協
約
百
R
山
守
内
号
仰
向
命
)
に
闘
す
る
重
要
な
る
規
定
が
生
じ
た
か
〈
て
、
雇
傭
関
係
(
盟
。

5
5
)
の
概

念
に
合
ま
る
、
従
属
関
係
は
、
そ
の
意
義
セ
夫
ひ
、
客
加
倒
的
な
抽
労
働
致
巣
に
重
貼
が
泣
か
る
、
に
至
っ
た
。
元
来
、

傭
主
吉
勢
働
者
は
、
同
構
た
る
べ
担
で
ゐ
り
、
而
弘
、
こ
の
要
求
は
、
軍
に
形
式
的
仁
理
解
さ
る
べ
き
で
な
い
。

即
も
、
同
離
は
・
雨
賞
事
者
が
、
私
法
的
地
位
に
於
て
契
約
関
係
者
正
し

τ樹
立
す
る
の
み
な
ら
中
融
労
働
者
回

(と
Z
A
E
R
E
3
は
、
経
営
の
内
部
仁
於
て
、
意
義
ゐ
る
共
定
権
(
冨

5
2
E目
E
E
m
u円
呂
町
こ
を
承
認
さ
る
ぺ
き

で
あ
る
。
か
〈
て
、
従
来
の
備
主
の
専
制
的
な
工
場
支
配
(
国
司
E
日
呂
田
EUO)
の
原
理
に
代
。

τ、
立
憲
的
叫
労

働
設
備
会
O
ロ
住
吉

E
g
o
-
-
S
E
E
r
)
の
思
想
が
生
じ

π。
か
(
τ

戦
前
院
に
、
そ
の
意
義
を
失
ひ
っ
、
あ
っ
た

羅
馬
法
以
し
烈
の
勢
制
関
係
の
純
一
財
産
法
的
理
解
は
み

τす
た
れ

τ、
時
胃
叩
明
附
係
に
於

τ、
帥
労
働
者
が
、

格
を
掌
握
す
る
ご
唱
」
ろ
の
人
締
法
的
分
子
が
、
決
定
的
に
強
調
古
る
、
に
至
っ
た
。

そ
の
会
人

苑

紐
沸
訟
の
概
念

第
二
+
七
巻

第

現

設

11，;ーよ;
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組
商
法
由
概
愈

第
二
十
七
巻

第

按

一
一

一一一

-・圃陶・回開園・-・・・ーー・・~，

蹴
-
苑

か
〈
・
大
戦
1
A
び
.
革
命
仁
因
品
調
泡
の
甚

rし
き
経
済
生
活
の
漫
樽
は
、
従
来
の
私
法
盤
系
の
根
幹
を
な
せ

る
所
有
及
び
契
約
制
度
に
閲
す
る
法
律
観
念
舎
、
そ
の
様
祇
よ
b
動
能
せ
し
む
る
に
至
h
、
従
来
の
個
人
主
義
、

櫨
利
本
位
の
所
有
御
念
は
、
圃
憶
主
義
、
義
務
本
位
の
所
有
思
想
に
依
つ

τ代
は
ら
れ
、
形
式
的
意
義
に
於
は
る

従
来
の
契
約
自
由
の
原
則
は
、
そ
の
構
成
を
失
っ
て
、
賞
質
的
自
由
が
強
調
せ
ら
る
、
に
至
っ
た
。
斯
の
如
き
は
、

車
仁
・
是
等
に
留
ま
ら
?
、
凡
そ
経
済
生
活
の
晶
夜
勤
が
、
そ
の
影
響
を
及
ぼ
す
あ
ら
ゆ
る
法
律
概
念
の
上
に
、
異

常
な
る
動
揺
を
限
生
せ
し
む
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
か
〈
陸
編
惹
起
せ
ら
る
、
経
済
生
活
に
闘
す
る
多
数

営
面
の
法
律
問
題
に
劃
し
て
、
従
来
の
法
律
は
、
到
底
.
充
分
な
る
解
明
を
奥
へ
得
歩
、
悲
に
事
態
の
要
求
に
促

さ
れ
て
、
特
別
な
る
経
済
法
の
論
議
を
生
告
し
む
る
に
至
っ
た
も
の
で
ゐ
る
。

日
イ
経
構
法
の
概
念
に
闘
す
る
率
競

以
上
は
、
獅
泡
に
於
叫
一
般
に
、
経
済
法
な
る
問
題
全
生
合
し
め
た
る
事
情
で
あ
る
が
、
然
ら
ば
、
経
済
法
な

る
も

ωは
、
従
来
の
法
律
健
系
に
於

τ、
如
何
な
る
意
義
及
び
、
関
係
に
於

τ、
濁
自
の
領
域
を
形
成
す
吋
き
も

の
で
あ
ら
う
か
、
か
、
る
経
済
法
の
概
念
の
明
瞭
な
る
規
定
は
、
未
た
充
分
に
栄
吉
れ
中
、
諸
説
紛
々
-
正
し
て
、

定
説
三
認
む
ぺ
き
色
の
を
み
な
い
、
併
し
な
が
ら
、
今
、
主
要
な
る
経
済
法
拳
者
の
所
訟
を
み
る
な
ら
ば
、
大

値
、
経
済
法
を
、
特
別
の
法
律
分
科
芭
観
念
す
る
も
の
正
、
然
ら
F
る
も
の

F
伊
』
匝
別
す
る
こ
子
宮
得
る
で
ゐ
ら

。

』
、
ノ

的
例
へ
ば
、
へ

1
デ
マ
ン
の
如
き
は
、
経
済
誌
を
特
別
の
法
律
R
T
科
を
形
成
す
べ
き
も
の
己
認
め
争
、
事

ろ
円
、
現
時
の
経
済
法
を
か
の
自
然
法
(
Z
m宮
司
R
Z
)
に
類
比
す
べ
き
も
の

Z
L
て
ゐ
る
。
卸
も
「
十
七
入
世
紀
に
於

一.‘・.......-



て
、
す
ぺ
て
の
生
活
関
係
が
自
然

(
Z各
局
)
な
る
語
ご
共
に
織

b
成
き
れ
て
ゐ
た
如
〈
、
現
時
の
生
活
形
態
は
、

之
を
蹴
繭
す
る
E
呪
誼
す
る
ご
に
論
な
〈
.
す
べ
て
、
経
済
、
当
日
号
。

E
同
)
ぞ
を
の
標
徴
ご
す
る
。
か
〈
て
曾

τ、

自
然
科
由
宇

(Z民
号
武
田

g目
Z
Fロ
)
‘
自
然
宗
激
(
居
"
2
3一夜
Oロ
)
・
自
然
哲
皐

(
Z
E
C
G
E
o
m
O司
区
内
)
等
ぜ
共
に

自
然
法
が
後
生
し
た
る
如
〈
、
今
や
、
経
済
哲
恩
人
巧
弓
官
nr白
骨
ω』

uz-oszr)
経
済
政
策
っ
く
弓
官
。
宮
宮
市
古
E
r
)

極
端
明
議
曾
(
項
目
再
R
E
P官
ユ
ω
ヨ
2
3
等
々
ピ
共
に
、
必
然
的
時
代
現
象
己
し

τ
7
z
o
g
O
5
2
2
a
m
o
N
a
S』

RFO『
ロ
ロ
ロ
問
)
経
済
法
が
後
生
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
o

吾
々
は
一
般
に
印
Z
向
。
ょ
b
出
接
し
て
、
あ
る
法
律

成
分
を
他
よ
h
匝
別
し
て
経
済
法
正
観
念
す
べ
き
で
な
〈
、
反
っ
て
正
に
白
然
法
の
内
面
的
理
解
に
必
要
で
あ
っ

た
如
〈
、
一
の
叶
印
岳
民
ロ
問
よ
り
出
殺
す
ぺ
き
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
法
は
、
強
弱
の
差
こ
ぞ
ゐ
れ
、
家
族
法

(
E
E
'

】町内田町
RH再
)
数
曾
怯
(
百
円
仏
凶
作

E
R
Z
)
に
至
る
迄
、
か
く
の
如
き
叶
宮
百
四
に
依
っ

τ影
響
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
而
L

τ、
凡
号
、
今
日
、
ゐ
ら
ゆ
る
法
制
に
鳴
b
響
き
っ
、
ゐ
る
基
調
(
の
2
E
Zと
な
る
も
の
は
、
最
も
よ
く
経
済
性

(
記
号

n
Zヨ
r
r
r
E
な
る
語
に
依
っ
て
言
ひ
現
は
き
れ
る
で
あ
ら
う
。
現
時
の
経
済
性
は
、
高
度
の
緊
品
目
、
類

ひ
な
吉
不
安
、
現
象

ω椛
動
、
哀
に
最
大
数
削
指
の
標
語
及
び
、
最
高
利
矧
め
理
念
じ
依
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

か
、
る
緊
張
、
流
動
の
経
済
牲
は
・
永
〈
穆
積
せ
ら
れ
し
も
の
が
、
草
命
に
於

τ
一
定
駄
に
逮
L
た
も
の
で
あ

る
。
法
律
が
か
、
る
極
端
桜
山
吉
英
一
特
徴
じ
依
っ
て
影
響
せ
ら
る
べ
き
は
自
刷
の
事
で
ゐ
・
9
、
か
〈
て
、
回
戸
市
の
法

律
飽
系
は
、
酢
づ
Z
某
の
渦
中
じ
椿
込
ま
れ
て
、
其
の
絶
品
到
的
性
質
を
喪
失
す
る
に
至
っ
た
也
の
で
あ
る
。
」

郎
も
・
へ

1
デ
マ
ン
に
依
れ
ば
、
経
済
訟
は
何
等
新
た
な
る
法
律
分
科
を
形
成
す
べ
き
も
の
で
な
f
、
そ
の
所

調
、
艦
描
明
性
な
る
叶
印
ロ

E
m
に
よ
っ
て
特
徴
づ
り
ら
れ
た
る
現
時
の
法
律
を
指
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

-ー-ー・・明-ιI

宛

紐
済
誌
の
榔
念

第
二
十
七
巻

第

親

一
一

置
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舘

苑

組
湾
訟
の
栂
愈

部
二
十
宅
品
世

四

回

第

韓

同-ー・・回目『ーー・・ー-司回・ー........

ヌ
ー
バ
ウ
ノ
ム
も
「
閥
民
経
済
に
直
接
影
響
す
る
司
』
ざ
を
目
的
ご
す
る
規
範
は
u

財
政
法
及
び
、
恩
給
法
の

如
、
き
、
唯
、
間
接
に
の
み
岡
民
経
演
に
影
響
含
有
し
、
又
は
、
民
法
の
大
部
分
の
如
〈
本
来
、
園
民
経
済
を
そ
の

劃
象
正
せ
守
、
寧
ろ
個
人
の
生
活
を
そ
の
針
象
ざ
す
る
が
知
器
規
定
に
掛
し
て
、
経
済
法
的
(
玄
耳
目
「
与
UERr-Rど

芭
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
o
併
し
な
が
ら
、
か
、
る
意
味
に
於
け
る
経
糖
法
的
規
範
は
、
あ
ら
ゆ
る
法
律
領
域
に

見
出
き
る
、
が
放
に
・
従
っ
て
・
理
論
上
・
有
怠
義
な
る
経
済
法
の
概
念
が
見
出
3
れ
得
る
や
否
や
は
・
甚
だ
疑

は
し
い
。
そ
れ
に
も
か
、
は
ら
宇
、
賞
際
上
の
要
求
が
、
珂
論
上
の
疑
念
を
排
除
し
て
、
経
済
生
活
に
閲
す
る
多

数
嘗
商

ω法
律
問
題
が
‘
従
来
の
法

ι

律
事

ω範
閣
に
於
て
、
そ
の
問
題
の
意
味
正
、
内
的
聯
闘
に
通
臆
し
た
怯
置

を
見
出
し
得
さ
る
の
伎
に
、
途
に
、
特
別
の
経
済
法
な
る
も
の
を
形
成
せ
し
む
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
」

Z

謂
ひ
、
そ
の
概
念
は
、
必
十
し
も
明
白
で
な
い
が
、
氏
が
そ
の
新
濁
逸
経
済
誌
な
る
著
書
に
取
扱
へ
る
正
・
」
ろ
を

見
る
に
・
大
戦
及
び
革
命
に
促
さ
れ

τ生
じ
た
る
経
済
現
象
に
閲
す
る
法
規
を
集
録
叙
越
す
る
に
止
ま
っ
て
、
必

守
し
も
濁
立
の
法
律
分
科
ご
し
て
艇
組
問
法
を
翻
念
せ
ぎ
る
も
の
、
如
〈
で
あ
る
。

町

之

Z
回
持
・
り
、
ヵ
Z

ケ
ペ
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
如
き
は
、
経
燐
訟
を
、
特
別
の
法
律
分
科
芭
し
て
限

定
叫
ん
ご
す
る
も
の
で
ゐ
る
が
、
カ
ス
ゲ
戸
は
日
は
〈
、
「
凡
そ
品
院
は
、
何
等
し
か
の
人
々
の
闘
係
を
規
制
す
る
o
然

夜
に
、

等
的
規
定
は
、
直
も
に
、
す
べ
て
の
人
々
に
受
賞
す
る
も
の
で
な
〈
、
唯
.

ら
ば
、
経
済
法
に
依
っ
て
如
何
な
る
人
々
の
闘
係
が
規
制
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
、
夫
は
、
ニ
の
規
定
の
存
在

に
依
っ
て
、
単
に
間
接
に
関
係
せ
し
め
ら
る
、
人
宇
伊
』
い
ふ
も
の
で
な
〈
、
何
人
が
、
・
』
の
規
定
に
庶
接
に
従
風

せ
し
め
ら
る
、
か
に
関
司
る
o

今
、
問
題
た
る
法
律
材
料
の
多
数
を
、
こ
の
見
地

ω下
に
翻
察
す
る
な
ら
ば
、
是

一
定
範
囲

ω人
ぺ
町
一
も
輝
雄
倒
的
企
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業
者
(
唱
刊
号
岳
山
骨
z
o
r
s
d見
耳
目
r
E
Z
)
に
安
嘗
す
る
も
り
な
る
こ

Z
を
知
る
。
議
に
、
経
済
的
企
業
者
古
は
、

自
己
の
計
算
に
於
て
、
永
続
的
餐
利
行
篤
を
比
百
む
ご
こ
ろ
の
者
の
謂
で
あ
る
o

か
〈
経
済
法
は
、
経
梼
的
企
業
者

の
特
別
法
ご
し
て
、
そ
の
特
別
の
法
律
関
係
を
規
制
す
る
も
の
さ
す
る
な
ら
ば
‘
経
済
的
企
業
者
の
法
律
関
係
の

縮
瞳
が
・
経
済
法
的
下
に
周
す
る
も
の
な
・
り
や
、
或
は
、
箪
に
、
限
定
3
れ
た
る
法
律
関
係
が
、
耐
却
す
る
も

ωな

b
や
が
問
題
古
な
る
。
か
(
て
、
経
済
的
企
業
者
の
法
律
関
係
中

h

一
一
一
輔
の
も

ωを
匝
別
し
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
o

先
づ
、
経
済
的
企
業
者
の
消
費
者
(
同
S
E
E
2昨日

M

)

仁
謝
す
る
関
係
は
、
資
質
契
約
、
請
負
契
約
.
賃
貸
借
契

約
の
締
結
Z
な
っ
て
、
民
法
及
び
商
法
に
依
っ
て
規
制
せ
ら
れ
る
。
是
等
の
諸
契
約
は
、
そ
の
内
容
及
び
、
技
術

的
形
成
に
於
て
、
部
分
的
に
、
新
訟
に
依
っ
て
、
麹
改
せ
ら
れ
た
o

併

L
、
是
等
、
責
回
貝
、
請
負
、
賃
貸
借
等
、

経
済
的
企
業
者

t
消
費
者
正
の
聞
に
締
結
せ
ら
る
、
諸
契
約
は
、
是
等
諸
契
約
の
内
容
的
麹
改

ω放
を
以
っ
て
、

民
商
法
の
聯
閥
よ
b
除
去
古
る
べ
き
で
な
い
。
寧
ろ
、
是
等
は
、
依
然
正
し
て
、
従
来
の
分
科
り
成
分
ご
し
て
存

し
、
た
e
、
近
時
の
法
律
品
目
展

ω影
響
の
下
に
、
内
容
的
に
鎚
改
を
蒙
っ
た
己
い
ふ
に
止
ま
る
。
こ
の
故
に
、
是
等

は
、
経
済
訟
の
戚
n
T
Z
は
な
ら
な

ν。

次
に
、
経
済
的
企
業
者
の
職
工

(FBoz-)ι
封
す
る
閥
係
は
、
勢
働
法
に
属
す
る
o

券
働
法
は
、
原
理
上
、

被
傭
者

(krFn白
骨
ロ

OFEq)
の
特
別
法
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
叉
経
済
的
企
業
者
を
も
規
制
す

る
。
併
し
、
そ
れ
は
、
経
済
的
企
業
者

Z
L
τ
の
資
格
に
於
亡
す
る
の
で
は
な
〈

τ
、
を
の
傭
主
(
〉
円

E
f
f円)

Z
し
て
の
資
格
に
於

τす
る
の
で
あ
る
。
併
L
、
雨
者
は
、
事
賃
上
‘
法
律
上
、
践
に
、
区
別
P
る
べ
き
で
ゐ

る
。
か
く
て
、
融
労
働
法
は
、
被
傭
者
の
特
別
法
正
し

τ、
経
済
的
企
業
者
の
特
別
法
た
る
経
済
訟
の
姉
妹
分
科
た

-ー-ー同・-・--・~，

節

披
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~I 

衣
に
ゴ

1
w
ド

v
a
ミ
ッ
ト
は
日
は
〈
「
吾
h
は
、
先
づ
国
民
経
済
ψ
形
般
に
聞
し
て
匝
別
せ
ら
る
、
ニ
つ
の
原

理
、
卸
も
、
交
通
又
は
私
経
済
(
5
F
m
F
B
N
O
血
耳
目
比
百
円
五

E
n
E岸
田
舎
内
ロ
)
及
び
共
同
経
済
(
問
命
日
何
回
口
重
吾
の
宮
中

ロ
岳

E
)
の
爾
原
理
よ
b
出
費
す
べ
き
で
あ
る
。
交
通
艇
演
の
原
理
に
依
っ
て
、
個
々
人
は
、
互
に
財
物
及
び
労

働
カ
の
交
換
閥
係
に
入
b
込
む
。
こ
の
個
別
経
臨
仰
の
交
通
は
、
多
か
れ
少
か
れ
、
規
制
せ
ら
れ
る
、

hr
、
る
限
・
り

に
於
て
、
所
謂
、
規
制
Z
れ
た
る
交
通
経
済

(mgmmag
〈
2}日
空
虫
色

H
5
E
3が
生
す
る
。
之
に
封
L
て
共
同
経

糖
に
於
て
は
、
経
済
.
特
に
、
尉
物
の
共
同
的
生
産
及
び
、
之
が
、
構
成
員
間
に
於
げ
る
配
嘗
に
閥
し
て
管
理
を

行
ふ
芭
こ
ろ
の
統
一
鶴
(
目

5
0
5
z
Lて
の
共
同
態

2
8
0
E
R
E
3
の
存
す
る
所
に
、
交
通
経
済
正
の
匝
別
が

存
す
る
。
国
民
経
糖
は
、
か
〈
の
如
〈
に
し
て
形
成
せ
ら
る
、
限
h
に
於

τ‘
共
同
経
済
的
原
理
が
袋
嘗
す
る
。

以
上
の
経
済
原
理
よ
b
論
宇
る
な
ら
ば
.
現
時
の
後
展
は
、
交
通
経
済
が
、
漸
夜
、
庚
汎
な
る
規
制

ω下
に
服
せ

し
め
ら
れ
、
共
同
経
傍
が
、
絶
え
す
、
其
の
意
義
を
増
大
す
る
も
の
ぜ
言
表
は
さ
れ
る
。
共
同
経
済
は
交
通
経
済

を
放
逐
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
交
通
経
梼
の
縮
少
す
る
£
ニ
ろ
に
、
自
ら
を
策
大
す
る
の
で
あ
る
。
経
済
法

は
、
宛
も
、
こ
の
規
制
古
れ
た
る
交
通
経
済
正
、
共
同
経
済
に
相
揺
す
る
。
即
ち
、
経
済
法
は
、
従
来
の
法
律
分

第
二
十
七
巻

}
ニ
大

傍

観

殴

苑

紐
済
法
由
概
念

プ言

る
べ
き
で
あ
る
が
、
併
し
、
決
し
て
・

そ
の
成
分
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。

か
〈
て
、
経
済
法
の
闘
す
る
闘
係
正
し
て
は
、
経
済
的
企
業
者
の
法
律
関
係
中
、
残
除
の
・
企
業
管
理
の
事

賞
、
乃
至
は
、
特
に
企
業
者
な
る
も
の

(
C
Z
R
E
O
E
目。

E
n
E
3
の
存
在
よ
h
生
千
る
閥
係

ωみ
で
ゐ
る
。
要
之
、

経
済
法
の
概
念
は
、
そ
り
資
格
に
於
り
る
経
済
的
企
業
者
の
法
体
上

ω地
位
を
規
制
す
る
特
殊
法
規
範
の
纏
檀
に

限
局
さ
れ
る
」
。

Kaskel， Begri町 undBestandteile des Wirtscha白srechts.Recht und Wirt-

schaft. 10 Jg. Berlin. 1921"0 Nr. IJ. S. Z13-4・
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科
に
於
て
、
会
〈
、
叉
は
趨
嘗
な
る
地
位
を
見
出
さ
な
か
っ
た
所
の
法
律
命
題
の
み
が
風
す
る
の
で
な
〈
、
本
質

的
に
は
、
経
済
法
は
、
新
し
曽
怯
律
に
限
局
3
れ
る
。
正
に
、
経
済
訟
は
・
一
新
法
律
分
科
で
あ
h
、
而
も
、
そ

れ
が
然
る
所
以
は
、
経
済
法
が
、
枇
曾
経
梼
の
新
h

凡
な
る
現
象
に
相
伴
す
る
も
の
な
る
の
怠
昧
に
於
て
で
ゐ
る
。

規
制
き
れ
た
交
通
経
済
は
、
軍
に
法

ω規
制
た
る
限
h
於
て
、
経
済
法
の
封
象
た
る
に
止
ま
b
，
、
国
よ

b
、
宗

致
、
道
徳
に
依
る
規
制
の
如
き
は
、
諸
に
問
題
た
h
得
な
い
。
夏
に
、
交
通
経
済
の
規
制
は
・
経
済
上
の
強
者
に

劃
し
て
、
弱
者
を
保
護
す
る
が
鎗
に
も
生
じ
、
か
、
る
方
策
は
、
枇
曾
政
策
の
概
念
の
下
に
包
括
せ
ら
れ
る
・
併

し
か
、
る
見
地
よ
b
せ
ら
る
、
規
制
は
・
経
済
訟
に
は
風
せ
宇
‘
寧
ろ
、
是
等
は
本
質
上
、
庚
義
の
抽
労
働
法
、
又

は
、
枇
曾
法

(
m
O
N
一色耳

nZ}
を
構
成
す
る
。
一
方
仁
、
勢
働
法
己
批
舎
政
策
、
他
方
に
、
経
済
法
芭
経
済
政
策

が
封
立
せ
し
め
ら
る
べ
き
で
ゐ
品
。
即
ち
、
枇
曾
政
策
的
見
地
の
下
に
奥
へ
ら
れ
た
る
交
通
経
務
の
規
制
に
あ
ら

A
Y
し
て
、
生
産
改
良
の
錦
に
設
げ
ら
れ
た
る
規
制
が
、
経
憐
政
策
及
び
、
之
に
相
臆
す
る
経
済
仲
間
の
考
察
に
来

品
。
窓
に
生
産
官
い
ふ
は
、
商
業
(
出
宮
内
笠
)
及
び
、
安
逸

(
J
P
F
m
Z
)
を
包
括
し
‘
こ
の
意
味
に
於
て
、
財
の

分
配

(E言
語
吋
陣
内
出
百
四
)
に
苛
立
す
る
o

交
通
経
済
に
於
け
る
財
の
分
配
の
規
制
は
、
共
同
経
済
に
於
り
る
ピ
異

な・
9
、
経
済
政
策
の
艶
象
を
な
き
守
し
て
・
寧
ろ
、
枇
曾
政
策
の
費
象
を
な
す
。
卸
も
、
経
済
政
策
及
び
、
経
済

法
は
、
狭
義
の
生
産
及
び
、
財
の
流
通
(
の
町
宮
E
E
E
C
O
に
関
す
る
。
要
之
、
経
済
誌
は
、
生
産
改
善
の
品
川
め
に

規
制
さ
れ
た
る
交
通
経
済
、
及
び
、
共
同
経
済
に
特
有
な
る
訟
で
あ
h
、
約
且
面
す
れ
ば
、
組
織
経
済
に
特
有
な
る

法
(ι
日
常
同
.
。
内
吉
町
向
車
内
国
巧
-
a
R
H
百
四
剛
氏
問
自
呂
田
正
F
O
H同
R
F
F
)

で
あ
る
引

一ー一
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法
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七

停

鵠

(
未
完
)

七
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